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１．日時平成２４年１１月２８日（水）

午後３時４６分～午 後 ５ 時 ４ ３ 分

２． 場所大分市役所議会棟３階第５委員会室

３．出 席 委 員 一 番 委員角山光邦

二番委員大久保虞理子

三番委員 高 橋 英 子

四番委員足立一馬

五番委員小林達也

４．出席事務局職員

教育部長玉衛隆見

教育部参事菅章

次長兼教育企画課長奈須寿郎

次長兼人権・同和教育課長藤漂淳一

スポーツ・健康教育課長秦希明

美術振興課長増田真由美

学 校 施設課主幹羽田尚史

５．書記

教育総 務課主査足立秀雄

教育総務課主任谷矢啓良

６．傍聴人なし

７．議題

（１）議案審 議

教育部教育監

次長兼教育総務課長

次長兼教育指導課長

次 長 兼 生 涯 学 習 課 長

文化財課長
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教育総務課主査

平 成 ２ ４ 年 第１１回大分市教育委員会会議録

寿憲

(教議第５８号）平成２５年度当初予算要求について

(教議第５９号）平成２５年度大分市立学校の休校について

(教 議第６０号）平成２４年度県費負担教職員の人事評価について

(教議第６１号）平成２４年度１２月補正予算について

(教議第６２号）大分市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の
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一部改正について

(教議第６３号）大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命について

(教議第６４号）ホルトホール大分大分市民図書館備品の購入について

(教議第６５号）大分市歴史資料館条例の一部改正について

(教報議第１５号）大分市営温水プールに係る指定管理予定者の決定 に

ついて

(教報議第１６．号）アートプラザに係る指定管理予定者の決定について

（２）報告事項

・ 大 分市立小中学校適正配置基本計画について

８．会議の概要

委 員 長

委員長

委員

委員長

委員

委員長

ただいまより、平成２４年第１１回大分市教育委員会を開会いた

します。（午後３時４６分開会）

会議に先立ち署名委員を２番委員、４番委員にお願いします。

それでは、議案審議に入ります。

教議第５８号「平成２５年度当初予算要求について」を議題とい

たします。

事務局の説明を求めます。

委員長、教議第５８号並びに教議第５９号、教議第６０号を審

議するにあたり、あわせて発議があります。

許可します。

教議第５８号「平成２５年度当初予算要求について」及び教議

第５９号「平成２５年度大分市立学校の休校について」につきまして

は、本市教育委員会としましては《意思形成過程の段階であり、外

部に公表いたしますと誤解を招く恐れがあります。また、教議第６０

号「平成２４年度県費負担教職員の人事評価について」につきまし

ては、人事案件でありますので、これらの審議を秘密会とすることを

発議いたしますｂ

ただいま、委員から教議第５８号、教議第５９号及び教議第６０号

の審議を秘密会とする発議が出されましたが、秘密会とすることに
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全委員

委員長

全 委 員

委 員 長

次長兼

教育総務課長

賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）

全委員賛成と認め、教議第５８号、教議第５９号及び教議第６０

号の議案の審議は秘密会とします。

なお、議案の説明及び審議等について長時間を要すると思われ

ますので、残りの議案を審議したのち、秘密会の議案審議等を行う

ことといたしますが、皆さんよろしいでしょうか。

（了承）

それでは、教議第６１号「平成２４年度１２月補正予算について」

を議題といたします。

事務局の説明を求めます。

教議第６１号「平成２４年度１２月補正予算について」ご説明申

し上げます。

本年度の教育費の現計予算額は、９月補正後の１６１億５，９０２

万９千円でございますが、今回の補正額は、２億５，０１０万２千円で、

補正後の額は、１６４億９１３万１千円でございます。

このうち、教育委員会所管分の補正額は公民館の経費を除き、

２億５，０２８万１千円で、補正後の額は、１５５億４，０８１万１千円でご

ざいます。

今回の補正は人 件 費 の 調 整 及 び 債 務 負 担 行 為 の 設 定 で ご ざ

います。それでは、その概要について、説明させていただきます。

人件費につきましては、２４年度の当初予算編成時においては、

その年の退職者の後任には大卒初任者の基準額で算定すること

や退職手当金については定年退職者数で算定するなど、例年どお

り、一定の方針に従い計上しておりましたが、４月の人事異動やそ

の後の職員の早期退職希望等により、給与の変更が生じましたこと

から、その変更分をこの１２月において補正を行おうとするものでござ

います。

また、予算編成上、人件費は主な事業ごとに分けて計上しており
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ますので、実際にはそれぞれの事業ごとに各人件費の変更分を補

正しております。しかしながら、ここでの説明につきましては、教育委

員会全体をまとめた状況につきまして、説明させていただきます。

はじめに、報酬につきましては、２，８２０万８千円の減となっており

ますが、この主な要因は、嘱託職員の人数が当初の見込みよりも、

7名減となったことによるものでございます。

次に、給料につきましては、５，８４５万円の減となっております。こ

の主な要因は、４月の人事異動に伴う市長部局への人事異動によ

り、職員数が当初予算編成時に比べ４名減となったことによるもの

でございます。

次に、職員手当につきましては、３億８，８８０万２千円の増となっ

ております。この主な要因は、先程の給料の減と同様に、職員数の

減により期末・勤勉手当が５，３０２万１千円減少したものの、退職手

当が４億４，４０２万１千円増加したことによるものでございます。

退職者数につきましては、２４年度当初予算編成時に比べ、１９

名増で算定することとなったためであり、その内訳は、当初予定して

いなかった早期退職勧奨等による算定が必要となったことによるもの

でございます。

また、共済費につきましては、５，１８６万３千円の減となっておりま

す。これは、職員 の 給 料 及 び 嘱 託 職 員 の 報 酬 の 減 額 に 伴 い 、 再 計

算して補正を行うものでございます。

次に、債務負担行為の設定についてでございます。

平成１９年度より指定管理者制度を導入しております大分市営

温水プールにつきまして、管理業務委託が本年度末で３か年の契

約が満了いたしますことから、２４年度から２７年度までの間、１億

５，１００万円の債務負担行為を設定するものでございます。

来年４月からの指定管理者との契約のため、本年度中に契約

締結等事務手続きを進めておりますことから、債務負担行為の設

定を２４年度からと定めております。
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